
（歳入）　地方消費税交付金（社会保障財源化分） 千円

（歳出）　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他

地方消費税
交付金

（社会保障
財源化分）

その他

子ども医療費助成に要する経費
（子ども医療費助成金）

433,000 133,297 0 0 91,738 207,965

児童手当に要する経費
（児童手当）

2,173,740 1,972,220 0 0 61,685 139,835

施設型給付に要する経費
（管内民間保育所運営委託）

1,057,787 719,505 0 103,128 71,980 163,174

生活保護に要する経費
（生活保護費）

2,750,300 2,098,992 0 0 199,364 451,944

小　計 6,414,827 4,924,014 0 103,128 424,767 962,918

国民健康保険特別会計繰出金
（国民健康保険特別会計繰出金）

823,441 314,792 0 0 155,696 352,953

介護保険特別会計繰出金
（介護保険特別会計繰出金）

1,655,693 156,443 0 1,533 458,448 1,039,269

後期高齢者医療費負担金に要する経費
（療養給付費負担金）

1,216,148 0 0 0 372,260 843,888

小　計 3,695,282 471,235 0 1,533 986,404 2,236,110

予防接種に要する経費
（各種予防接種）

450,015 68 0 76,000 114,465 259,482

小　計 450,015 68 0 76,000 114,465 259,482

10,560,124 5,395,317 0 180,661 1,525,636 3,458,510

令和７年度当初予算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）
が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

　消費税率は、平成26年4月1日に5％から8％、令和元年10月1日に8％から10％に引上げられました。消費税率
引上げの趣旨は、今後も増加が見込まれる「社会保障４経費」の財源確保にあることから、増収分について
は、その使途を明確にし、全額を「社会保障４経費」「社会保障施策に要する経費」に充てる旨が地方税法に
明記されました。
　これを踏まえ、鎌ケ谷市では、地方消費税交付金（社会保障財源化分）について、次のとおり充当すること
としています。

※「社会保障４経費」とは、
　制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費
※「社会保障施策に要する経費」とは、
①社会福祉（生活保護、児童福祉、母子福祉、高齢者福祉など）
②社会保険（国民健康保険、介護保険、年金など）
③保健衛生（医療費に係る施策、感染症その他の疾病予防対策、健康増進対策など）

1,525,636

10,560,124

事業名
令和７年度
当初予算額

財源内訳

特定財源 一般財源

社会福祉

社会保険

保健衛生

合　計


